
令和２年度 宮崎県北部広域 ふるさと回帰強化事業委託業務 質問に対する回答 

 

No 質問項目 具体的な内容 回答 

１ 

オンライン申込

フ ォ ー ム

「Tayori」につ

いて 

オンライン申込フォーム「Tayori」

の内容がよくわかりません。運営

には専門知識が必要ですか？ 

申込フォームにつきましては、事務局側で作成・運営を行います。 

その際、オンライン申込フォーム「Tayori」を活用する予定としておりますが、

申請を受け付けた情報を委託業者様と共有するために、申請フォームの共同管

理を行っていただきたいと考えております。 

受付や審査等の事務は事務局で行いますので、専門知識等は必要ありません。 

２ 
発送のタイミン

グ 

発送のタイミングは週１回等当方

判断でよろしいですか？受け付け

次第順次ですか？ 

申請の頻度に応じて、事務局と協議・判断させていただければと思います。 

３ 
特産品の内容と

集荷など 

特産品の定義は何でしょうか？問

屋さん等を利用して各市町村の商

品を集めて良いですか？ 

・特産品の定義は何か。 

本事業における特産品の定義といたしましては、各市町村で生産もしくは加

工された商品で、かつ概ね 18歳から 25歳の若者が受け取って喜ばれるよう

なものといたします。 

・問屋等を利用して各市町村の商品を集めてもよいか。 

本事業の目的に明記しておりますが「圏域内の観光事業者・物産事業者の支

援を目的」としております。 

選定・取寄せにあたりましては、各市町村で観光事業を行っており、かつ各

地の特産品に精通した事業者をご活用いただき、事業実施にあたりましては、

各市町村の意見も反映しながら取り組んでいただきますようお願いいたしま

す。 



No 質問項目 具体的な内容 回答 

４ 
特産品の種類、

数など 

ある市町村は３～４種類から１～

２つを選び、ある市町村は１品の

みでもよいでしょうか？また２，

０００名送付で平均すると１市町

村あたり６６６件となりますが上

限・下限はありますか？ 

・市町村の品目数。 

市町村に応じて選定できる特産品に限りがあるかと思われますので、品目数

は定めておりません。 

・市町村の特産品取寄せ個数の指定。 

 上限・下限の設定はしておりません。各市町村６６０個を目安に、不公平感

の無い程度の割り振りでご提案ください。 

５ 送付形状 

送付時は箱に送付状を直接貼り付

けでよいですか？包装する必要は

ありませんか？また、常温以外の

冷蔵、冷凍品の送付でもかまいま

せんか？ 

・箱に送付状を直接貼り付けでよいか。 

 よい。 

・包装する必要はないか。 

 包装の必要はありませんが、破損防止のための緩衝材等の処置は行っていた

だきますようお願いいたします。 

・常温以外の冷蔵、冷凍品の送付をしてもよいか。 

 問題ありません。その場合は、ある程度日持ちのする物を選定してください。 

６ 

特産物提供のみ

行うことは可能

か？ 

事業全体ではなく特定２～３の市

町村特産品を提供することは困難

でしょうか？ 

本事業は、県北９市町村で構成している宮崎県北部広域行政事務組合で実施し

ておりまして、その事業費につきましても９市町村で負担していることから、

取り寄せる市町村に不公平の無いように取り組んでいただきますようお願いい

たします。 

７ ECサイト 
ECサイトの構築費、運営費は受託

者負担でしょうか。 

本事業では、主にオンライン申込にて受付を行う予定としておりまして、当該

申込フォームにつきましては、事務局側で作成・運営を行います。 

申し込みを受け付けた後、事務局で申込内容を審査したうえで申込者リストを

作成し、委託業者様へリストをお渡しする予定としております。 

この他の受付方法(ECサイトなど)を採用される場合につきましては、委託料の

範囲内で取り組んでいただくこととなります。 



No 質問項目 具体的な内容 回答 

８ 特産品の購入 

受託者のグループ会社店舗にて特

産品を購入することは可能でしょ

か。 

本事業の目的に明記しておりますが「圏域内の観光事業者・物産事業者の支援

を目的」としております。 

選定・取寄せにあたりましては、各市町村で観光事業を行っており、かつ各地

の特産品に精通した事業者をご活用いただき、事業実施にあたりましては、各

市町村の意見も反映しながら取り組んでいただきますようお願いいたします。 

９ 申込サイト 

親御さまからお子さまへのメッセ

ージを同封したいと考えていま

す。申し込みサイトにてメッセー

ジを記載することは可能でしょう

か。 

申込フォーム内に“贈るメッセージ”の項目を設けることは可能です。 

10 タイトル 

キャンペーンタイトル「ひむかふ

るさとエール便」は変更可能でし

ょうか。 

すでに、「ひむかふるさとエール便」というキャンペーンタイトルにて、各市町

村の広報誌や新聞広告への掲出を行っております。 

キャンペーンタイトルを変更することで申込者に混乱が生じますので、ご遠慮

いただきますようお願いいたします。 

 


